
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県日本海海区 

漁場計画 

（共同漁業） 
 

 

 

 

 

 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

1 

号 

萩市大字江崎

及び大字下田

万地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線、ＥとＦとを結んだ線及びＧとＨとを結んだ線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｃ 〃 地ノ島頂上 

    Ｄ 〃 沖ノ島頂上 

    Ｅ 〃 大字江崎江津橋左岸北角 

    Ｆ 〃 〃   江津橋右岸北角 

Ｇ 〃 大字下田万椿橋左岸北角から護岸沿いに北へ 12.9 メートルの点に設置し

た標識 

Ｈ 〃 〃 〃  椿橋右岸北角から 53 度 6 分 28 メートルの点に設置した標識 

点イ Ａから 0 度 1,000 メートルの点 

ロ ＣからＤを見通した線上Ｄから 700 メートルの点とイとを結んだ線とＢから 0

度の線との交点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

萩市大字江崎、

大字上田万、大

字下田万、大字

上小川東分及

び大字鈴野川 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

2 

号 

萩市大字須佐

四ツ瀬地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点Ａ 島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点 

     Ｂ 萩市地ノ島頂上 

     Ｃ 〃 沖ノ島頂上 

     Ｄ 〃 大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点 

     Ｅ 〃 山島頂上 

点イ Ａから 0度 1,000メートルの点とＢからＣを見通した線上Ｃから 700メート

ルの点とを結んだ線とＤから 0 度の線との交点 

ロ Ａから 0 度 1,000 メートルの点とＢからＣを見通した線上Ｃから 700 メー

トルの点とを結んだ線とＤから 315 度の線との交点 

     ハ Ｄから 315 度の線とＥから 90 度の線との交点 

     ニ Ｄから 0 度の線とＥから 90 度の線との交点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市大字上田

万、大字下田

万、大字江崎、

大字上小川東

分、大字鈴野川

及び大字須佐 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

3 

号 

萩市大字須佐

地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 〃 山島頂上 

    Ｃ 島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｄ 萩市地ノ島頂上 

    Ｅ 〃 沖ノ島頂上 

    Ｆ 〃 大字須佐と阿武郡阿武町との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｇ 阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｈ 〃  〃  宇田島南西端 

点イ Ａから 0 度の線とＢから 90 度の線との交点 

    ロ Ａから 315 度の線とＢから 90 度の線との交点 

ハ Ｃから 0度 1,000 メートルの点とニとを結んだ線とＡから 315度の線との交点 

ニ ＤからＥを見通した線上Ｅから 700 メートルの点 

ホ ＧとＨとを結んだ線上Ｇから 2,000 メートルの点とニとを結んだ線とヘから

315 度の線との交点 

へ Ｆから 270 度 500 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

はまぐり漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市大字須佐  

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

4 

号 

阿武郡阿武町

大字宇田及び

大字惣郷地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市大字須佐と阿武郡阿武町との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 〃 地ノ島頂上 

    Ｃ 〃 沖ノ島頂上 

    Ｄ 阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｅ 〃  〃  宇田島南西端 

点イ Ａから 270 度 500 メートルの点 

ロ イから 315 度の線とＢからＣを見通した線上Ｃから 700 メートルの点とハと

を結んだ線との交点 

    ハ ＤとＥとを結んだ線上Ｄから 2,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

阿武郡阿武町

大字宇田及び

大字惣郷 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

5 

号 

阿武郡阿武町

大字木与及び

大字奈古地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｇの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 〃  〃  宇田島南西端 

    Ｃ 〃  〃  宇田島西端 

    Ｄ 萩市櫃島南東端 

    Ｅ 〃 大井鵜山岬北端 

Ｆ 〃 大島北東端 

Ｇ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

   点イ ＡとＢとを結んだ線上Ａから 2,000 メートルの点 

    ロ ＣとＤとを結んだ線とＥから 347 度の線との交点 

    ハ ＦとＧとを結んだ線とＥから 347 度の線との交点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

阿武郡阿武町

大字木与及び

大字奈古 

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

6 

号 

萩市大字江

崎、大字下田

万及び大字須

佐並びに阿武

郡阿武町地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｊの各点を順次結んだ線、ＫとＬとを結んだ線及びＭとＮと

を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市地ノ島頂上 

    Ｃ 〃 沖ノ島頂上 

    Ｄ 阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｅ 〃  〃  宇田島南西端 

    Ｆ 〃  〃  宇田島西端 

    Ｇ 萩市櫃島南東端 

    Ｈ 〃 大井鵜山岬北端 

    Ｉ 〃 大島北東端 

    Ｊ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｋ 萩市大字江崎江津橋左岸北角 

    Ｌ 〃 〃   江津橋右岸北角 

Ｍ 〃 大字下田万椿橋左岸北角から護岸沿いに北へ 12.9 メートルの点に設置し

た標識 

Ｎ 〃 〃    椿橋右岸北角から 53 度 6 分 28 メートルの点に設置した標識 

   点イ Ａから 0 度 1,000 メートルの点 

    ロ ＢからＣを見通した線上Ｃから 700 メートルの点 

    ハ ＤとＥとを結んだ線上Ｄから 2,000 メートルの点 

    ニ ＦとＧとを結んだ線とＨから 347 度の線との交点 

    ホ ＩとＪとを結んだ線とＨから 347 度の線との交点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

しろうお四つ手網

漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

3 月 1 日から 6 月 30 日まで 

2 月 1 日から 4 月 30 日まで 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市大字江崎、

大字上田万、大

字下田万、大字

上小川東分、大

字須佐及び大

字鈴野川並び

に阿武郡阿武

町 

定置漁業権及

び区画漁業権

に対抗するこ

とができな

い。 

 

 

 

  



 

 

  

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

7 

号 

阿武郡阿武町

宇田島地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 阿武郡阿武町宇田島西端 

    Ｂ 〃  〃  宇田島東端 

   点イ Ａから 0 度 500 メートルの点 

    ロ Ａから 270 度 500 メートルの点 

ハ Ｂから 180 度 800 メートルの点 

    ニ Ｂから 90 度 500 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市大字江崎、

大字上田万、大

字下田万、大字

上小川東分、大

字鈴野川及び

大字須佐並び

に阿武郡阿武

町 

 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



 

 

 

  

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

8 

号 

萩市（旧阿武

郡の区域を除

く。）地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲとを結んだ線、

ＳとＴとを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

（ただし、点ホを中心とした半径 200 メートルの円周で囲まれた区域を除く。） 

 点の位置 

  基点Ａ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市大島北東端 

    Ｃ 〃 大井鵜山岬北端 

    Ｄ 〃 櫃島南東端 

    Ｅ 阿武郡阿武町宇田島西端 

    Ｆ 萩市大島ロボシ鼻西端 

Ｇ 〃 櫃島西端（北金鼻） 

    Ｈ 〃 大字椿東虎ケ崎北端 

    Ｉ 〃 羽島山田ケ鼻東端 

    Ｊ 〃 壁岩（大壁）頂上 

    Ｋ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｌ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

    Ｍ 萩市三見めばる瀬頂上 

    Ｎ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

    Ｏ 萩市三見とおたくり鼻西端 

    Ｐ 〃 と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点） 

    Ｑ 〃 大字椿橋本橋左岸西角 

    Ｒ 〃 大字橋本町橋本橋右岸西角 

    Ｓ 〃 大字土原萩橋左岸北角 

    Ｔ 〃 大字椿東萩橋右岸北角 

    Ｕ 〃 大井大井鉄橋左岸北角 

    Ｖ 〃 〃 大井鉄橋右岸北角 

   点イ ＡとＢとを結んだ線とＣから 347 度の線との交点 

    ロ Ｃから 347 度の線とＤとＥとを結んだ線との交点 

    ハ ＦからＧを見通した線上Ｇから 1,500 メートルの点 

    ニ ＨからＩを見通した線上Ｉから 1,000 メートルの点 

    ホ ＪとＫとを結んだ線の中央点 

    ヘ ＬとＭとを結んだ線の中央点 

    ト ＮとＯとを結んだ線の中央点 

    チ へからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点 

第 1 種共

同漁業 

 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

はまぐり漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市（萩市大字

上田万、大字下

田万、大字江

崎、大字上小川

西分、大字上小

川東分、大字中

小川、大字下小

川、大字須佐、

大字弥富上、大

字弥富下、大字

鈴野川、大字川

上、大字片俣、

大字高佐上、大

字高佐下、大字

吉部上、大字吉

部下、大字明

木、大字佐々

並、大字福井

上、大字福井

下、大字黒川、

大字紫福及び

見島を除く。） 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 



漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

9 

号 

萩市（旧阿武

郡の区域を除

く。）地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲとを結んだ線、

ＳとＴとを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市大島北東端 

    Ｃ 〃 大井鵜山岬北端 

    Ｄ 〃 櫃島南東端 

    Ｅ 阿武郡阿武町宇田島西端 

    Ｆ 萩市大島ロボシ鼻西端 

Ｇ 〃 櫃島西端（北金鼻） 

    Ｈ 〃 大字椿東虎ケ崎北端 

    Ｉ 〃 羽島山田ケ鼻東端 

    Ｊ 〃 壁岩（大壁）頂上 

    Ｋ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｌ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

    Ｍ 萩市三見めばる瀬頂上 

    Ｎ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

    Ｏ 萩市三見とおたくり鼻西端 

    Ｐ 〃 と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点） 

    Ｑ 〃 大字椿橋本橋左岸西角 

    Ｒ 〃 大字橋本町橋本橋右岸西角 

    Ｓ 〃 大字土原萩橋左岸北角 

    Ｔ 〃 大字椿東萩橋右岸北角 

    Ｕ 〃 大井大井鉄橋左岸北角 

    Ｖ 〃 〃 大井鉄橋右岸北角 

   点イ ＡとＢとを結んだ線とＣから 347 度の線との交点 

    ロ Ｃから 347 度の線とＤとＥとを結んだ線との交点 

    ハ ＦからＧを見通した線上Ｇから 1,500 メートルの点 

    ニ ＨからＩを見通した線上Ｉから 1,000 メートルの点 

    ホ ＪとＫとを結んだ線の中央点 

    ヘ ＬとＭとを結んだ線の中央点 

    ト ＮとＯとを結んだ線の中央点 

    チ へからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

しろうお四つ手網

漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 6 月 30 日まで 

2 月 1 日から 4 月 30 日まで 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市（萩市大字

上田万、大字下

田万、大字江

崎、大字上小川

西分、大字上小

川東分、大字中

小川、大字下小

川、大字須佐、

大字弥富上、大

字弥富下、大字

鈴野川、大字川

上、大字片俣、

大字高佐上、大

字高佐下、大字

吉部上、大字吉

部下、大字明

木、大字佐々

並、大字福井

上、大字福井

下、大字黒川、

大字紫福及び

見島を除く。） 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

10 

号 

 

 

 

萩市地先（羽

島礁） 

次の点イを中心とした半径 300 メートルの円周で囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市羽島山田ヶ鼻東端 

    Ｂ 萩市尾島観音崎南東端 

   点イ Ａから 315 度 52 分の線とＢから 144 度 49 分の線との交点 

第 1 種共

同漁業 

あわび漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市（萩市大字

上田万、大字下

田万、大字江

崎、大字上小川

西分、大字上小

川東分、大字中

小川、大字下小

川、大字須佐、

大字弥富上、大

字弥富下、大字

鈴野川、大字川

上、大字片俣、

大字高佐上、大

字高佐下、大字

吉部上、大字吉

部下、大字明

木、大字佐々

並、大字福井

上、大字福井

下、大字黒川、

大字紫福及び

見島を除く。） 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

11 

号 

萩市尾島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市尾島おいとん岬北端 

    Ｂ 〃 尾島小磯鼻北端 

    Ｃ 〃 尾島深山西ノ鼻南西端 

    Ｄ 〃 尾島観音崎南東端 

   点イ Ａから 40 度 1,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 320 度 1,000 メートルの点 

    ハ Ｃから 230 度 1,000 メートルの点 

    ニ Ｄから 130 度 1,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市（萩市大字

上田万、大字下

田万、大字江

崎、大字上小川

西分、大字上小

川東分、大字中

小川、大字下小

川、大字須佐、

大字弥富上、大

字弥富下、大字

鈴野川、大字川

上、大字片俣、

大字高佐上、大

字高佐下、大字

吉部上、大字吉

部下、大字明

木、大字佐々

並、大字福井

上、大字福井

下、大字黒川、

大字紫福及び

見島を除く。） 

 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

12 

号 

萩市相島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市相島黒岩頂上 

    Ｂ 〃 相島沖の大島頂上 

    Ｃ 〃 相島火崎南端 

    Ｄ 〃 相島蛎磯の舟糞瀬北端 

   点イ Ａから 0 度 1,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 270 度 1,000 メートルの点 

    ハ Ｃから 180 度 2,000 メートルの点 

    ニ Ｄから 90 度 2,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

すぎのり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

みりん漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 10 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市（萩市大字

上田万、大字下

田万、大字江

崎、大字上小川

西分、大字上小

川東分、大字中

小川、大字下小

川、大字須佐、

大字弥富上、大

字弥富下、大字

鈴野川、大字川

上、大字片俣、

大字高佐上、大

字高佐下、大字

吉部上、大字吉

部下、大字明

木、大字佐々

並、大字福井

上、大字福井

下、大字黒川、

大字紫福及び

見島を除く。） 

 

 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



 

 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

13 

号 

萩市見島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イを順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市見島長尾の鼻北端 

    Ｂ 〃 見島平瀬西端 

    Ｃ 〃 見島鯨浦南端 

    Ｄ 〃 見島片尻マカタ南端 

    Ｅ 〃 見島日崎北端 

   点イ Ａから 30 度 2,000 メートルの点 

    ロ Ａから 330 度 2,000 メートルの点 

    ハ Ａから 270 度 2,000 メートルの点 

    ニ Ｂから 270 度 1,000 メートルの点 

    ホ Ｃから 180 度 1,500 メートルの点 

    ヘ Ｄから 180 度 1,500 メートルの点 

    ト Ｅから 90 度 2,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

とりがい漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

萩市見島  

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

多そう張網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

14 

号 

 

萩市壁岩及び

長門市壁岩地

先 

次の点イを中心とした半径 200 メートルの円周で囲まれた区域。 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市壁岩（大壁）頂上 

  基点Ｂ 長門市壁岩（小壁）頂上 

   点イ ＡとＢを結んだ線の中央点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

にな漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市三隅上、

三隅中、三隅

下、仙崎及び通

並びに萩市（萩

市大字上田万、

大字下田万、大

字江崎、大字上

小川西分、大字

上小川東分、大

字中小川、大字

下小川、大字須

佐、大字弥富

上、大字弥富

下、大字鈴野

川、大字川上、

大字片俣、大字

高佐上、大字高

佐下、大字吉部

上、大字吉部

下、大字明木、

大字佐々並、大

字福井上、大字

福井下、大字黒

川、大字紫福及

び 見 島 を 除

く。） 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

15 

号 

長門市通及び

三隅下野波瀬

並びに萩市三

見地先 

次のイ、Ｃ、ロ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（ただし、点イを中心と

した半径 200 メートルの円周で囲まれた区域を除く。） 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市壁岩（大壁）頂上 

    Ｂ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｃ 〃  笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

    Ｄ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

    Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

   点イ ＡとＢとを結んだ線の中央点 

    ロ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

第 1 種共

同漁業 

 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

にな漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市通、三隅

上、三隅中及び

三隅下並びに

萩市三見 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

16 

号 

長門市通及び

三隅下野波瀬

並びに萩市三

見地先 

次のイ、Ｃ、ロ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市壁岩（大壁）頂上 

    Ｂ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｃ 〃  笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

    Ｄ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

    Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

   点イ ＡとＢとを結んだ線の中央点 

    ロ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

3 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市通、三隅

上、三隅中及び

三隅下並びに

萩市三見 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

17 

号 

長門市三隅

中、三隅下、仙

崎及び通地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結んだ線及び

ＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（ただし、点二を中心とし

た半径 200 メートルの円周で囲まれた区域を除く。） 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点） 

    Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

    Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端 

Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

    Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

    Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

    Ｇ 萩市壁岩（大壁）頂上 

    Ｈ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｉ 萩市三見二俣瀬 

    Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

    Ｋ 萩市羽島南端 

    Ｌ 長門市通字山嶋 32 番 8 に設置した標柱 

    Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

    Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

    Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

    Ｐ 〃  三隅下琴橋左岸中央点 

   点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

    ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

    ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

    ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

    ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから 350 度の線との交点 

第 1 種共

同漁業 

 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

とりがい漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

4 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

7 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市三隅上、

三隅中、三隅

下、仙崎及び通 

定置漁業権及

び区画漁業権

に対抗するこ

とができな

い。 



 

 

 

 

  

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

18 

号 

長門市三隅

中、三隅下、仙

崎及び通地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結んだ線及び

ＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点） 

    Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

    Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端 

Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

    Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

    Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

    Ｇ 萩市壁岩（大壁）頂上 

    Ｈ 長門市壁岩（小壁）頂上 

    Ｉ 萩市三見二俣瀬 

    Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

    Ｋ 萩市羽島南端 

    Ｌ 長門市通字山嶋 32 番 8 に設置した標柱 

    Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

    Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

    Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

    Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

   点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

    ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

    ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

    ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

    ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから 350 度の線との交点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市三隅上、

三隅中、三隅

下、仙崎及び通 

定置漁業権及

び区画漁業権

に対抗するこ

とができな

い。 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

19 

号 

長門市仙崎、

通、西深川、東

深川、日置上

及び日置中地

先 

次のＡ、イ、ロ、Ｄの各点を順次結んだ線、ＦとＧとを結んだ線及びＨとＩとを結んだ線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市通字山嶋 32 番 8 に設置した標柱 

    Ｂ 萩市羽島南端 

    Ｃ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

    Ｄ 〃  日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｅ 萩市見島平瀬西端 

    Ｆ 長門市仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

    Ｇ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

    Ｈ 〃  西深川山陰本線鉄橋左岸橋台 

    Ｉ 〃  東深川山陰本線鉄橋右岸橋台 

   点イ Ａから 350 度の線とＢとＣとを結んだ線との交点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線とＤとＥとを結んだ線との交点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

しらも漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

とりがい漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

4 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

7 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市仙崎、

通、西深川、東

深川、日置上、

日置中、日置

下、日置野田及

び日置蔵小田 

 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

3 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

20 

号 

長門市油谷津

黄地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市見島平瀬西端 

    Ｃ 長門市油谷津黄長尺り本山北端 

    Ｄ 〃  油谷後畑折口赤岩に設置した標識 

   点イ ＡとＢとを結んだ線上Ａから 1,000 メートルの点 

    ロ Ｃから 0 度 1,000 メートルの点 

    ハ Ｄから 0 度 1,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷津

黄 

 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

21 

号 

長門市油谷後

畑地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷後畑折口赤岩に設置した標識 

    Ｂ 〃  〃   黒瀬頂上 

   点イ Ａから 0 度 1,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 0 度 1,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 7 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷後

畑 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

22 

号 

長門市油谷後

畑地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷後畑黒瀬頂上 

    Ｂ 〃  〃   字無田田 271 番地に設置した標識 

    Ｃ 萩市見島平瀬西端 

   点イ Ａから 0 度 1,000 メートルの点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線上Ｂから 1,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷後

畑及び油谷川

尻 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

23 

号 

長門市油谷川

尻及び油谷向

津具下地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷後畑字無田田 271 番地に設置した標識 

    Ｂ 萩市見島平瀬西端 

    Ｃ 長門市長門川尻岬灯台基部 

    Ｄ 〃  油谷港俵島灯台基部 

    Ｅ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

   点イ ＡとＢとを結んだ線上Ａから 3,000 メートルの点 

    ロ Ｃから 350 度 1,700 メートルの点 

    ハ Ｃから 319 度 2,500 メートルの点 

    ニ Ｄから 270 度 2,500 メートルの点 

    ホ Ｄから 250 度 2,950 メートルの点 

    ヘ Ｅから 354 度 2,160 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷川

尻並びに油谷

向津具下字大

浦東及び字大

浦西 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

24 

号 

長門市油谷湾 次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線及びＤとＥとを結んだ線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷港俵島灯台基部 

    Ｂ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

    Ｃ 長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部 

    Ｄ 〃  油谷河原新橋左岸下流端 

    Ｅ 〃  〃 蔵小田新橋右岸下流端 

   点イ Ｂから 354 度 2,160 メートルの点 

    ロ Ｃから 347 度 48 分 2,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

あおのり漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

つきひがい漁業 

とこぶし漁業 

とりがい漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

みるくい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷向

津具上、油谷向

津具下、油谷蔵

小田及び油谷

伊上 

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

25 

号 

長門市油谷津

黄、油谷後畑

及び油谷川尻

地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点 

    Ｂ 萩市見島平瀬西端 

    Ｃ 〃 羽島南端 

    Ｄ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

    Ｅ 〃  油谷後畑字無田田 271 番地に設置した標識 

    Ｆ 〃  長門川尻岬灯台基部 

   点イ ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点 

    ロ ＥとＢとを結んだ線上Ｅから 3,000 メートルの点 

    ハ Ｆから 350 度 1,700 メートルの点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷津

黄、油谷後畑及

び油谷川尻 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

26 

号 

長門市油谷向

津具下地先及

び油谷湾 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｄの各点を順次結んだ線及びＥとＦとを結んだ線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市長門川尻岬灯台基部 

    Ｂ 〃  油谷港俵島灯台基部 

    Ｃ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

    Ｄ 長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部 

    Ｅ 〃  油谷河原新橋左岸下流端 

    Ｆ 〃  〃 蔵小田新橋右岸下流端 

   点イ Ａから 350 度 1,700 メートルの点 

    ロ Ａから 319 度 2,500 メートルの点 

    ハ Ｂから 270 度 2,500 メートルの点 

    ニ Ｂから 250 度 2,950 メートルの点 

    ホ Ｃから 354 度 2,160 メートルの点 

    ヘ Ｄから 347 度 48 分 2,000 メートルの点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

メートル以下のも

のに限る。ただし、

曲建網漁業を除

く。） 

曲建網漁業（網丈

18メートル以下の

ものに限る。） 

小型定置網漁業 

しろうお四つ手網

漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

長門市油谷向

津具上、油谷向

津具下、油谷蔵

小田及び油谷

伊上 

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

27 

号 

下関市豊北町

地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、Ｅ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、L の各点を

順次結んだ線及び M と N とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部 

    Ｂ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

    Ｃ 長門市油谷港俵島灯台基部 

    Ｄ 下関市豊北町大字神田折紙鼻北端に設置した標識 

    Ｅ 〃  〃  〃   伊瀬西端 

    Ｆ 〃  〃  鳩島北西端 

    G 〃  〃  〃 南東端 

    H 〃  〃  島戸漁港 D 防波堤突端中央部 

Ｉ 〃  〃  角島通瀬岬南端 

    Ｊ 〃  〃  大字神田猿渡し西端に設置した標柱 

    K 〃  〃  大字神田上御崎平礁に設置した標柱 

    L 〃  豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱 

    M 〃  豊北町大字粟野岩鼻の対岸に設置した標柱 

    N 〃  〃  〃   岩鼻（粟野川右岸）に設置した標識 

   点イ Ａから 347 度 48 分 2,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 354 度 2,160 メートルの点 

    ハ Ｃから 250 度 2,950 メートルの点 

ニ Ｄから 335 度 1,350 メートルの点 

    ホ E と F とを結んだ線上 F から 250 メートルの点 

    へ G と H とを結んだ線上 G から 120 メートルの点 

    ト G から 159 度 120 メートルの点 

    チ G から 204 度 165 メートルの点 

    リ E から F を見通した線上 F から 200 メートルの点 

ヌ ＥからＦを見通した線と I と J とを結んだ線との交点 

    ル I と J とを結んだ線上 I から 2,000 メートルの点 

    ヲ I から 100 度 1,925 メートルの点 

    ワ I から 205 度 2,300 メートルの点 

    カ K から 253 度 3,000 メートルの点 

    ヨ L から 270 度 3,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えぼしがい漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊北町

（下関市豊北

町大字角島を

除く。） 

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

28 

号 

下関市豊北町

角島地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｅ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  角島灯台基部 

    Ｃ 〃  〃  角島通瀬岬南端 

    Ｄ 〃  〃  大字神田猿渡し西端に設置した標柱 

    Ｅ 〃  〃  〃   伊瀬西端 

    Ｆ 〃  〃  鳩島北西端 

    Ｇ 〃  〃  大字神田折紙鼻北端に設置した標識 

    Ｈ 長門市油谷港俵島灯台基部 

   点イ Ａから 25 度 2,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 290 度 2,500 メートルの点 

    ハ Ｃから 205 度 2,300 メートルの点 

    ニ Ｃから 100 度 1,925 メートルの点 

    ホ ＣとＤとを結んだ線上Ｃから 2,000 メートルの点 

    ヘ ＣとＤとを結んだ線とＥからＦを見通した線との交点 

    ト Ｇから 335 度 1,350 メートルの点 

    チ Ｈから 250 度 2,950 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えぼしがい漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊北町

大字角島 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

29 

号 

下関市豊北町

鳩島地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊北町大字神田伊瀬西端 

    Ｂ 〃  〃  鳩島北西端 

    Ｃ 〃  〃  鳩島南東端 

    Ｄ 〃  〃  島戸漁港Ｄ防波堤突端中央部 

   点イ ＡとＢとを結んだ線上Ｂから 250 メートルの点 

    ロ ＡからＢを見通した線上Ｂから 200 メートルの点 

    ハ Ｃから 204 度 165 メートルの点 

    ニ Ｃから 159 度 120 メートルの点 

    ホ ＣとＤとを結んだ線上Ｃから 120 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

うみぞうめん漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

かやものり漁業 

つかさのり漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えぼしがい漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 7 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

2 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 9 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1

月 1 日から

令和 15 年

12 月 31 日

まで 

下関市豊北町

大字角島及び

大字神田島戸 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

30 

号 

下関市豊北町

角島沖（汐巻

漁場） 

次のイを中心とした半径 250 メートルの円周によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  角島灯台基部 

   点イ Ａから 308 度 30 分 36 秒の線とＢから 331 度 34 分 12 秒の線との交     

点 

第 1 種共

同漁業 

あわび漁業  

さざえ漁業  

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊北町

大字角島 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

31 

号 

下関市豊北町

及び同市豊浦

町大字宇賀地

先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｈの各点を順次結んだ線及びＩとＪとを結んだ

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部 

    Ｂ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

    Ｃ 長門市油谷港俵島灯台基部 

    Ｄ 下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱 

    Ｅ 〃  〃  角島灯台基部 

    Ｆ 〃  〃  角島通瀬岬南端 

    Ｇ 〃  〃  大字神田上御崎平礁に設置した標柱 

    Ｈ 〃  豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱 

    Ｉ 〃  豊北町大字粟野岩鼻の対岸に設置した標柱 

    Ｊ 〃  〃  〃   岩鼻（粟野川右岸）に設置した標識 

   点イ Ａから 347 度 48 分 2,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 354 度 2,160 メートルの点 

    ハ Ｃから 250 度 2,950 メートルの点 

    ニ Ｄから 25 度 2,000 メートルの点 

    ホ Ｅから 290 度 2,500 メートルの点 

    ヘ Ｆから 205 度 2,300 メートルの点 

    ト Ｇから 253 度 3,000 メートルの点 

    チ Ｈから 270 度 3,000 メートルの点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

ﾒｰﾄﾙ以下のものに

限る。ただし、曲建

網漁業を除く。） 

曲建網漁業（網丈

18ﾒｰﾄﾙ以下のもの

に限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

しろうお四つ手網

漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 4 月 30 日まで 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊北町 区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

32 

号 

下関市豊浦町

大字宇賀地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  〃   と同市豊浦町大字小串との境界に設置した標識 

   点イ Ａから 270 度 3,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 270 度 3,800 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字宇賀及び

豊浦町大字小

串 

 

 

 

  



漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

33 

号 

下関市豊浦町

大字小串及び

豊浦町大字川

棚地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊浦町大字宇賀と同市豊浦町大字小串との境界に設置した標識 

    Ｂ 〃  〃  大字川棚と同市豊浦町大字涌田後地との境界に設置した標柱 

   点イ Ａから 270 度 3,800 メートルの点 

    ロ Ｂから 300 度 3,600 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字小串及び

豊浦町大字川

棚 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

34 

号 

下関市豊浦町

大字涌田後地

地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊浦町大字川棚と同市豊浦町大字涌田後地との境界に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  大字黒井と同市豊浦町大字室津下との境界に設置した標柱 

   点イ Ａから 300 度 3,600 メートルの点 

    ロ Ｂから 317 度 4,100 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あこやがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

よめがかさ漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

かめのて漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字涌田後地 

 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

35 

号 

下関市豊浦町

大字室津下地

先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊浦町大字黒井と同市豊浦町大字室津下との境界に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  大字室津下観音崎北西端 

    Ｃ 〃  大字吉母御崎石灰採取跡地に設置した標識 

   点イ Ａから 317 度 4,100 メートルの点 

    ロ Ｂから 270 度 2,000 メートルの点 

    ハ Ｃから 270 度 2,200 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

36 

号 

下関市大字吉

母地先 

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市大字吉母御崎石灰採取跡地に設置した標識 

    Ｂ 〃  〃   毘沙ノ鼻西端 

   点イ Ａから 270 度 2,200 メートルの点 

    ロ Ｂから 270 度 2,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下及

び同市大字吉

母 

  

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

37 

号 

下関市豊浦町

及び同市大字

吉母地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱 

    Ｂ 〃  〃  大字室津下観音崎北西端 

    Ｃ 〃  大字吉母毘沙ノ鼻西端 

   点イ Ａから 270 度 3,000 メートルの点 

    ロ Ｂから 270 度 2,500 メートルの点 

    ハ Ｃから 270 度 2,000 メートルの点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

ﾒｰﾄﾙ以下のものに

限る。ただし、曲建

網漁業を除く。） 

曲建網漁業（網丈

18ﾒｰﾄﾙ以下のもの

に限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

及び同市大字

吉母 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

38 

号 

下関市蓋井島

地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市水島頂上 

    Ｂ 〃  蓋井島威瀬頂上 

    Ｃ 〃  蓋井島灯台基部 

   点イ Ａから 284 度 1,400 メートルの点 

    ロ Ａから 320 度 1,950 メートルの点 

    ハ Ｂから 0 度 300 メートルの点 

    ニ Ｂから 239 度 600 メートルの点 

    ホ Ｃから 302 度 1,200 メートルの点 

    ヘ Ｃから 180 度 400 メートルの点 

    ト Ｃから 130 度 700 メートルの点 

    チ Ｃから 135 度 1,700 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

みるくい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えぼしがい漁業 

えむし漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下並

びに同市大字

蓋井島、大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目及び新垢

田西町 4 丁目 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

39 

号 

下関市水島地

先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市水島頂上 

   点イ Ａから 126 度 1,220 メートルの点 

    ロ Ａから 73 度 1,020 メートルの点 

    ハ Ａから 315 度 285 メートルの点 

    ニ Ａから 192 度 730 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

はばのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あわび漁業 

いがい漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

みるくい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えぼしがい漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下並

びに同市大字

蓋井島、大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目及び新垢

田西町 4 丁目 

 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

40 

号 

下関市蓋井島

地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イを順次結んだ線によって囲まれた区域（共第 38 号及び共第 39

号の漁業権に係る漁場の区域を除く。） 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市水島頂上 

    Ｂ 〃  蓋井島灯台基部 

   点イ Ａから 160 度 2,000 メートルの点 

    ロ Ａから 85 度 2,000 メートルの点 

    ハ Ａから 315 度 5,500 メートルの点 

    ニ Ｂから 294 度 1,700 メートルの点 

    ホ Ｂから 180 度 4,000 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

いたやがい漁業  

ばい漁業  

いせえび漁業 

たこ漁業  

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下並

びに同市大字

蓋井島、大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目及び新垢

田西町 4 丁目 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

41 

号 

下関市蓋井島

地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イを順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市水島頂上 

    Ｂ 〃  蓋井島灯台基部 

   点イ Ａから 160 度 2,000 メートルの点 

    ロ Ａから 85 度 2,000 メートルの点 

    ハ Ａから 315 度 5,500 メートルの点 

    ニ Ｂから 294 度 1,700 メートルの点 

    ホ Ｂから 180 度 4,000 メートルの点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

ﾒｰﾄﾙ以下のものに

限る。ただし、曲建

網漁業を除く。） 

曲建網漁業（網丈

18ﾒｰﾄﾙ以下のもの

に限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市豊浦町

大字室津下並

びに同市大字

蓋井島、大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目及び新垢

田西町 4 丁目 

定置漁業権に

対抗すること

ができない。 

 

 

  



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

42 

号 

下関市大字吉

母毘沙ノ鼻西

端以南の日本

海地先（地先

側） 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、

ネ、ナ、ラ、ム、ウ、N の各点を順次結んだ線、P と Q とを結んだ線及び R と S とを結ん

だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端 

    Ｂ 〃  〃   吉母漁港 A 防波堤南西角 

    C 〃  加茂島南端 

    D 〃  大字福江新免川河口中央点 

    E 〃  来留見瀬灯標基部 

    F 〃  安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ 29 メートルの点に設置

した標識 

    G 〃  綾羅木南町 3 丁目鼻ヅラに設置した標識 

    H 北九州市小倉北区藍島北端 

    I   下関市武久町 2 丁目長谷川河口中央点 

    J 〃  六連島北端 

    K 〃  伊崎町 2 丁目根岳ノ岬西端に設置した標識 

    L 〃  彦島迫町 6 丁目 6219 番地の 19 に設置した標識 

    M 〃  竹ノ子島北端に設置した標柱 

    N 〃  竹ノ子島西端 

O 〃  旧船瀬灯浮標（北緯 33 度 56 分 15 秒東経 130 度 52 分 04 秒（日本測地

系による位置）、北緯 33 度 56 分 27 秒東経 130 度 51 分 55 秒（世界測地系によ

る位置）） 

     P 〃  彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端 

     Q 〃  彦島西山町 4 丁目旧竹ノ子島橋東側南端 

     R 〃  下関漁港閘門北側東端 

     S 〃  下関漁港閘門南側東端 

   点イ Ａから 270 度 950 メートルの点 

    ロ Ｂから 191 度 43 分 572 メートルの点 

    ハ B から 152 度 22 分 939 メートルの点 

    ニ C から 260 度 600 メートルの点 

    ホ C から 180 度 500 メートルの点 

    ヘ C から 105 度 1,200 メートルの点 

    ト D から 205 度 900 メートルの点 

    チ E から 45 度 700 メートルの点 

    リ E から 315 度 700 メートルの点 

    ヌ E から 225 度 900 メートルの点 

    ル F から 280 度 1,200 メートルの点 

    ヲ F から 240 度 800 メートルの点 

    ワ F から 180 度 500 メートルの点 

    カ F から 189 度の線と G と H とを結んだ線との交点 

    ヨ F から 207 度の線と G と H とを結んだ線との交点 

    タ F から 201 度 3,352 メートルの点 

    レ F から 211 度 3,651 メートルの点 

    ソ I と J とを結んだ線上 I から 2,550 メートルの点 

    ツ I から 270 度 500 メートルの点 

    ネ K から 350 度 900 メートルの点 

    ナ L から 0 度 502 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

あおのり漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

たいらぎ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

ばかがい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

みるくい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目、新垢田

西町 4 丁目、武

久町 2 丁目、汐

入町、金比羅

町、筋川町、筋

ケ浜町、伊崎町

1 丁目、伊崎町

2 丁目、竹崎町

1 丁目、竹崎町

2 丁目、竹崎町

3 丁目、竹崎町

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 



 

 

  

    ラ M から 0 度 600 メートルの点 

    ム N から 290 度 600 メートルの点 

    ウ N と O とを結んだ線上 N から 500 メートルの点 

 

4 丁目、大和町

1 丁目、大和町

2 丁目、彦島本

村町 3 丁目、彦

島本村町 4 丁

目、彦島本村町

5 丁目、彦島本

村町 6 丁目、彦

島海士郷町、彦

島老町 1 丁目、

彦島老町 2 丁

目、彦島老町 3

丁目、彦島迫町

6 丁目、彦島西

山町 1 丁目、彦

島西山町 2 丁

目、彦島西山町

3 丁目、彦島西

山町 4 丁目、彦

島竹ノ子島町

及び大字六連

島 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

43 

号 

下関市六連島

地先 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市六連島平岩 

    Ｂ 〃  六連島北頂上 

    Ｃ 北九州市小倉北区馬島北頂上 

    Ｄ 下関市竹ノ子島北端に設置した標柱 

    Ｅ 〃  六連島東端 

    Ｆ 〃  旧船瀬灯浮標（北緯 33 度 56 分 15 秒東経 130 度 52 分 04 秒（日本測地

系による位置）、北緯 33 度 56 分 27 秒東経 130 度 51 分 55 秒（世界測地系によ

る位置）） 

    Ｇ 〃  六連島灯台基部 

    Ｈ 〃  永田本町 4 丁目 119.3 高地山頂 

   点イ Ａから 272 度 53 分 500 メートルの点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線上最大高潮時海面における中央点 

    ハ 下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時における海峡最短距離

の中央点 

    ニ ハとＤとを結んだ線とＥとＦとを結んだ線との交点 

    ホ Ｇから 90 度 600 メートルの点 

    へ Ｇから 0 度 700 メートルの点 

    ト Ｈとイとを結んだ線とＡから 340 度の線との交点 

 

 

 

第 1 種共

同漁業 

あおのり漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

えごのり漁業 

おごのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

とさかのり漁業 

ひじき漁業 

ふのり漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

ゆな漁業 

わかめ漁業 

あかがい漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

いたやがい漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

たいらぎ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

ばかがい漁業 

はまぐり漁業 

まてがい漁業 

みるくい漁業 

いせえび漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで 

3 月 1 日から 8 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

11 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

11 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目、新垢田

西町 4 丁目、武

久町 2 丁目、汐

入町、金比羅

町、筋川町、筋

ケ浜町、伊崎町

1 丁目、伊崎町

2 丁目、竹崎町

1 丁目、竹崎町

2 丁目、竹崎町

3 丁目、竹崎町

 



 

 

  

4 丁目、大和町

1 丁目、大和町

2 丁目、彦島本

村町 3 丁目、彦

島本村町 4 丁

目、彦島本村町

5 丁目、彦島本

村町 6 丁目、彦

島海士郷町、彦

島老町 1 丁目、

彦島老町 2 丁

目、彦島老町 3

丁目、彦島迫町

6 丁目、彦島西

山町 1 丁目、彦

島西山町 2 丁

目、彦島西山町

3 丁目、彦島西

山町 4 丁目、彦

島竹ノ子島町

及び大字六連

島 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

44 

号 

下関市大字吉

母毘沙ノ鼻西

端以南の日本

海地先（沖合

側） 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、Ｋ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、

ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、イの各点を順次結んだ線によ

って囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端 

    Ｂ 〃  大字吉母吉母漁港 A 防波堤南西角 

    Ｃ 〃  来留見瀬灯標基部 

    Ｄ 〃  安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ 29 メートルの点に設置

した標識 

    Ｅ 〃  蓋井島灯台基部 

    Ｆ 〃  六連島北端 

    Ｇ 〃  永田本町 4 丁目 119.3 高地山頂 

    Ｈ 〃  六連島平岩 

    Ｉ 〃  六連島灯台基部 

    Ｊ 〃  六連島東端 

    Ｋ 〃  旧船瀬灯浮標（北緯 33 度 56 分 15 秒東経 130 度 52 分 04 秒（日本測地

系による位置）、北緯 33 度 56 分 27 秒東経 130 度 51 分 55 秒（世界測地系によ

る位置）） 

    Ｌ 〃  竹ノ子島北端に設置した標柱 

    Ｍ 〃  竹ノ子島西端 

    Ｎ 〃  彦島迫町 6 丁目 6219 番地の 19 に設置した標識 

    Ｏ 〃  伊崎町根岳ノ岬西端に設置した標識 

    Ｐ 〃  武久町 2 丁目長谷川河口の中央点 

    Ｑ 〃  綾羅木南町 3 丁目鼻ヅラに設置した標識 

    Ｒ 北九州市小倉北区藍島北端 

    Ｓ 下関市大字福江新免川河口中央点 

    Ｔ 〃  加茂島南端 

点イ Ａから 270 度 950 メートルの点 

    ロ Ａから 270 度 2,000 メートルの点 

    ハ Ｂから 210 度 25 分 1,768 メートルの点 

    ニ Ｃから 272 度 1,700 メートルの点 

    ホ Ｄから 263 度 30 分 2,760 メートルの点 

    ヘ ＥとＩとを結んだ線とＧとＨから 272 度 53 分 500 メートルの点とを結んだ線

との交点 

    ト ＧとＨから 272 度 53 分 500 メートルの点とを結んだ線とＨから 340 度の線と

の交点 

    チ Ｉから 0 度 700 メートルの点 

    リ Ｉから 90 度 600 メートルの点 

    ヌ ＪとＫとを結んだ線と下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時

における海峡最短距離の中央点とＬとを結んだ線との交点 

    ル ＭとＫとを結んだ線上Ｍから 500 メートルの点 

    ヲ Ｍから 290 度 600 メートルの点 

    ワ Ｌから 0 度 600 メートルの点 

    カ Ｎから 0 度 502 メートルの点 

    ヨ Ｏから 350 度 900 メートルの点 

    タ Ｐから 270 度 500 メートルの点 

    レ ＰとＦとを結んだ線上Ｐから 2,550 メートルの点 

第 1 種共

同漁業 

いたやがい漁業  

ばい漁業  

いせえび漁業 

たこ漁業  

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目、新垢田

西町 4 丁目、武

久町 2 丁目、汐

入町、金比羅

町、筋川町、筋

ケ浜町、伊崎町

1 丁目、伊崎町

2 丁目、竹崎町

1 丁目、竹崎町

2 丁目、竹崎町

3 丁目、竹崎町

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 



 

 

  

    ソ Ｄから 211 度 3,651 メートルの点 

    ツ Ｄから 201 度 3,352 メートルの点 

    ネ ＱとＲとを結んだ線とＤから 207 度の線との交点 

ナ ＱとＲとを結んだ線とＤから 189 度の線との交点 

ラ Ｄから 180 度 500 メートルの点 

    ム Ｄから 240 度 800 メートルの点 

    ウ Ｄから 280 度 1,200 メートルの点 

    ヰ Ｃから 225 度 900 メートルの点 

    ノ Ｃから 315 度 700 メートルの点 

    オ Ｃから 45 度 700 メートルの点 

    ク Ｓから 205 度 900 メートルの点 

    ヤ Ｔから 105 度 1,200 メートルの点 

    マ Ｔから 180 度 500 メートルの点 

    ケ Ｔから 260 度 600 メートルの点 

    フ Ｂから 152 度 22 分 939 メートルの点 

    コ B から 191 度 43 分 572 メートルの点 

4 丁目、大和町

1 丁目、大和町

2 丁目、彦島本

村町 3 丁目、彦

島本村町 4 丁

目、彦島本村町

5 丁目、彦島本

村町 6 丁目、彦

島海士郷町、彦

島老町 1 丁目、

彦島老町 2 丁

目、彦島老町 3

丁目、彦島迫町

6 丁目、彦島西

山町 1 丁目、彦

島西山町 2 丁

目、彦島西山町

3 丁目、彦島西

山町 4 丁目、彦

島竹ノ子島町

及び大字六連

島 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

45 

号 

下関市大字吉

母毘沙ノ鼻西

端以南の日本

海地先 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、Ｍ、Ｎの各点を順次結んだ線、ＯとＰとを

結んだ線及びＱとＲとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端 

    Ｂ 〃  大字吉母吉母漁港 A 防波堤南西角 

    Ｃ 〃  来留見瀬灯標基部 

    Ｄ 〃  安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ 29 メートルの点に設置

した標識 

    Ｅ 〃  蓋井島灯台基部 

    Ｆ 〃  六連島灯台基部 

    Ｇ 〃  永田本町 4 丁目 119.3 高地山頂 

    Ｈ 〃  六連島平岩 

    Ｉ 〃  六連島北頂上 

    Ｊ 北九州市小倉北区馬島北頂上 

    Ｋ 下関市竹ノ子島北端に設置した標柱 

    Ｌ 〃  六連島東端 

    Ｍ 〃  旧船瀬灯浮標（北緯 33 度 56 分 15 秒東経 130 度 52 分 04 秒（日本測地

系による位置）、北緯 33 度 56 分 27 秒東経 130 度 51 分 55 秒（世界測地系によ

る位置）） 

    Ｎ 〃  竹ノ子島西端 

    Ｏ 〃  彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端 

    Ｐ 〃  彦島西山町 4 丁目旧竹ノ子島橋東側南端 

    Ｑ 〃  下関漁港閘門北側東端 

    Ｒ 〃  下関漁港閘門南側東端 

   点イ Ａから 270 度 2,000 メートルの点 

    ロ B から 210 度 25 分 1,768 メートルの点 

    ハ Ｃから 272 度 1,700 メートルの点 

    ニ Ｄから 263 度 30 分 2,760 メートルの点 

    ホ ＥとＦとを結んだ線とＧとヘとを結んだ線との交点 

    ヘ Ｈから 272 度 53 分 500 メートルの点 

    ト ＩとＪとを結んだ線上最大高潮時海面における中央点 

    チ 下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時における海峡最短距離

の中央点 

    リ チとＫとを結んだ線とＬとＭとを結んだ線との交点 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

ﾒｰﾄﾙ以下のものに

限る。ただし、曲建

網漁業を除く。） 

曲建網漁業（網丈

18ﾒｰﾄﾙ以下のもの

に限る。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市大字吉

母、大字永田

郷、永田本町 1

丁目、永田本町

2 丁目、永田本

町 3 丁目、吉見

新町 1 丁目、吉

見新町 2 丁目、

吉見竜王町、吉

見本町 1 丁目、

吉見本町 2 丁

目、吉見古宿

町、吉見里町 1

丁目、吉見里町

2 丁目、大字吉

見下、大字福

江、横野町 2 丁

目、横野町 3 丁

目、横野町 4 丁

目、安岡本町 1

丁目、安岡本町

3 丁目、安岡駅

前 2 丁目、富任

町 1 丁目、梶栗

町 1 丁目、梶栗

町 2 丁目、綾羅

木新町 2 丁目、

綾羅木本町6丁

目、綾羅木本町

7 丁目、綾羅木

南町 2 丁目、綾

羅木南町 3 丁

目、大字垢田、

新垢田北町、新

垢田西町 2 丁

目、新垢田西町

3 丁目、新垢田

西町 4 丁目、武

久町 2 丁目、汐

入町、金比羅

町、筋川町、筋

ケ浜町、伊崎町

1 丁目、伊崎町

2 丁目、竹崎町

1 丁目、竹崎町

2 丁目、竹崎町

3 丁目、竹崎町

区画漁業権に

対抗すること

ができない。 

第 3 種共

同漁業 

地びき網漁業 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



 

 

  

4 丁目、大和町

1 丁目、大和町

2 丁目、彦島本

村町 3 丁目、彦

島本村町 4 丁

目、彦島本村町

5 丁目、彦島本

村町 6 丁目、彦

島海士郷町、彦

島老町 1 丁目、

彦島老町 2 丁

目、彦島老町 3

丁目、彦島迫町

6 丁目、彦島西

山町 1 丁目、彦

島西山町 2 丁

目、彦島西山町

3 丁目、彦島西

山町 4 丁目、彦

島竹ノ子島町

及び大字六連

島 



 

漁場

計画

番号 

漁場の位置 漁場の区域 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 関係地区 条件 

共 

第 

46 

号 

下関市関門海

峡側地先 

次のＡ、Ｂ、Ｃ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、Ｐの各点を順次結んだ線、ＲとＳとを結ん

だ線及びＴとＵとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（Ｖ、チ、リ、Ｗ

の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、Ｘ、ヌ、ル、ヲ、ワ、

Ｙの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域並びにＺとＡ′とを

結んだ線及びＢ′、カ、Ｃ′の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域を除く。） 

  点の位置 

   基点Ａ  下関市竹ノ子島西端 

     Ｂ  〃  旧船瀬灯浮標（北緯 33 度 56 分 15 秒東経 130 度 52 分 04 秒（日本

測地系による位置）、北緯 33 度 56 分 27 秒東経 130 度 51 分 55 秒（世界測地

系による位置）） 

     Ｃ  〃  旧笠瀬灯浮標（北緯 33 度 55 分 48 秒東経 130 度 52 分 48 秒（日本

測地系による位置）、北緯 33 度 56 分 00 秒東経 130 度 52 分 39 秒（世界測地

系による位置）） 

     Ｄ  〃  彦島西山町 1 丁目彦島製錬株式会社埋立地護岸南西角から護岸沿

いに東へ 30 メートルの点に設置した標識 

     Ｅ  北九州市小倉北区西港町 120 番地日明埋立護岸南東角から護岸沿いに北

西へ 260 メートルの点に設置した標識 

     Ｆ  下関市彦島旧大山ノ鼻灯台跡（北緯 33 度 54 分 40.19 秒東経 130 度 54 分

19.42 秒（日本測地系による位置）、北緯 33 度 54 分 51.9 秒東経 130 度 54 分

10.8 秒（世界測地系による位置）） 

     Ｇ  北九州市門司区松原 3 丁目村中川河口左岸から護岸沿いに西方へ 231.35

メートルの点 

Ｈ  下関市彦島旧金ノ弦岬灯台跡（北緯 33 度 54 分 28 秒東経 130 度 54 分 48

秒（日本測地系による位置）、北緯 33 度 54 分 39.7 秒東経 130 度 54 分 39.4

秒（世界測地系による位置）） 

     Ｉ  北九州市門司区松原 1 丁目高田川橋左岸高欄端から右岸側へ 2 メートル

の点 

     Ｊ  下関市彦島旧山底ノ鼻灯台跡（北緯 33 度 54 分 40 秒東経 130 度 55 分 33

秒（日本測地系による位置）、北緯 33 度 54 分 51.7 秒東経 130 度 55 分 24.4

秒（世界測地系による位置）） 

     Ｋ  北九州市門司区戸ノ上山山頂 

     Ｌ  下関市旧巌流島灯台跡（北緯 33 度 55 分 48.97 秒東経 130 度 56 分 02.95

秒（日本測地系による位置）、北緯 33 度 56 分 0.7 秒東経 130 度 55 分 54.3 秒

（世界測地系による位置）） 

     Ｍ  北九州市門司区片上海岸護岸角 

     Ｎ  下関市岬之町防波堤屈折点から埠頭沿いに東へ 35 メートルの点に設置し

た標識 

     Ｏ  門司区西海岸護岸屈折点 

     Ｐ  下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部 

     Ｑ  北九州市門司区門司埼灯台基部 

     Ｒ  下関市彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端 

     Ｓ  〃  彦島西山町 4 丁目旧竹ノ子島橋東側南端 

     Ｔ  〃  下関漁港閘門北側東端 

     Ｕ  〃  下関漁港閘門南側東端 

     Ｖ  〃  彦島迫町 7 丁目 3012 番地の 1 下関三井化学株式会社彦島工業所埋

立護岸北西端角から護岸沿いに南東へ 142 メートルの点に設置した標識 

第 1 種共

同漁業 

あらめ漁業 

いぎす漁業 

いわのり漁業 

かじめ漁業 

てんぐさ漁業 

ひじき漁業 

ほんだわら漁業 

もずく漁業 

わかめ漁業 

あさり漁業 

あわび漁業 

かき漁業 

さざえ漁業 

たいらぎ漁業 

とこぶし漁業 

にし漁業 

にな漁業 

ばい漁業 

みるくい漁業 

うに漁業 

えむし漁業 

しゃこ漁業 

たこ漁業 

なまこ漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

12 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 1 日から 8 月 31 日まで 

10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 6 月 30 日まで 

12 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

令和 6 年 1 月

1 日から令和

15 年 12 月 31

日まで 

下関市伊崎町 1

丁目、伊崎町 2

丁目、彦島竹ノ

子島町、彦島西

山町 1 丁目、彦

島西山町 2 丁

目、彦島西山町

3 丁目、彦島西

山町 4 丁目、彦

島老町 1 丁目、

彦島老町 2 丁

目、彦島老町 3

丁目、彦島海士

郷町、彦島角倉

町 3 丁目、大字

六連島、阿弥陀

寺町、壇之浦町

及びみもすそ

川町 

(1)  区画漁

業権に対抗す

ることができ

ない。 

 (2)  関門

港の区域内に

おいては、船

舶の航行、停

泊等を妨げる

操業をしては

ならない。 

第 2 種共

同漁業 

建網漁業（網丈 4.3

ﾒｰﾄﾙ以下のものに

限る。ただし、曲建

網漁業を除く。） 

小型定置網漁業 

いか巣網漁業 

かご漁業 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 

 

 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

2 月 15 日から 5 月 31 日まで 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 



     Ｗ  〃  〃      〃       下関三井化学株式会社彦島工業

所埋立護岸南東端角から北西へ 27 メートルの点に設置した標識 

     Ｘ  〃  〃      2900 番 47 に設置した標識 

     Ｙ  〃  荒田埠頭用地防波堤突端から同防波堤と直角に陸岸を見通した線

と最大高潮時海岸線との交点 

     Ｚ  〃  細江埠頭南東端 

     Ａ′ 〃  下関岬之町防波堤灯台基部 

     Ｂ′ 〃  岬之町西防波堤突端 

     Ｃ′ 〃  〃  埠頭北西端 

    点イ ＤとＥとを結んだ線上Ｄから 1,585 メートルの点 

     ロ ＦとＧとを結んだ線上Ｆから 1,360 メートルの点 

     ハ ＨとＩとを結んだ線上Ｈから 910 メートルの点 

     ニ ＪとＫとを結んだ線上Ｊから 540 メートルの点 

     ホ ＬとＭとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点 

     ヘ ＮとＯとを結んだ線上Ｎから 630 メートルの点 

     ト ＰとＱとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点 

     チ Ｖから 212 度 30 分 20 メートルの点 

     リ Ｗから 212 度 30 分 20 メートルの点 

     ヌ Ｘから 226 度 160 メートルの点 

     ル Ｘから 216 度 30 分 385 メートルの点 

     ヲ Ｘから 210 度 380 メートルの点 

     ワ Ｘから 210 度 360 メートルの点 

     カ Ａ′から 346 度 175 メートルの点 

 

 


